
 

経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

中央市商工会 (法人番号 6090005001203) 

中央市 (地方公共団体コード 192147) 

実施期間 令和 6年 4月 1日 ～ 令和 11年 3 月 31 日 

目標 経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者のターゲットの見直しや他社との差別化による競争力強

化・持続的経営を支援することにより、力強い事業者を創出する。 

【目標②】小規模事業者にとってビジネスチャンスとなる、リニア中央新幹線開業

に向けた取組みや「コストコ南アルプス倉庫店」の開店により増加する観光客や県

内外の新規顧客を新たなターゲットに加えた商売を支援することで、魅力にあふれ

たまちづくりを実現する。 

【目標③】小規模事業者のIT 利活用による販路開拓、売上増加を支援することで、

地域に新たな活力を創出する。 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の

課題を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体で

の持続的発展の取組を図る。 

事業内容 経営発達支援事業の内容 

3. 地域経済動向調査に関すること 

小規模事業者の経営判断に資する客観的な市場データの提供として、RESAS を活用

した地域の経済動向分析や山梨県商工会連合会と共同で実施する経済動向調査を行

う。 

4. 需要動向調査に関すること 

新たなターゲットの分析に際し、マーケットインの視点を与えられるよう、需要動

向の調査を実施し、魅力的な商品づくりへの支援を実施する。 

5. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者が自社の「現状」を把握することを目的に、経営分析（財務分析と非

財務分析）を実施する。なお、分析結果は小規模事業者にフィードバックし、当会

内でも情報共有して分析結果の活用を図る。 

6. 事業計画の策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏ま

え、事業計画の策定支援を実施する。 

7. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定した事業計画を２年間伴走型支援によってフォローアップすることで、

事業者の売上や利益の増加を実現する。 

8. 新たな需要の開拓支援 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的として、農商工マッチングフェアの出展支援

や「IT セミナー」後の実行支援を実施する。 

連絡先 中央市商工会 指導課 

〒409-3841 山梨県中央市布施 1555-1 

TEL:055-273-4141 FAX:055-273-4742 E-mail:chuo@shokokai-yamanashi.or.jp 

中央市 産業課 

〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原 301-1 

TEL:055-274-8561 FAX:055-274-1130 E-mail: sangyo@city.chuo.yamanashi.jp    
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ウ.交通 

電車(ＪＲ東海身延線)や高速道路(中央自動車道）、新山梨環状道路といった交通網も発達している。 

公的統計をもとに「安心度」「利便度」「快適度」「裕福度」など 4 つの観点から全国 792 都市の都市力を評価

する「住みよさランキング」（東洋経済社）で、当市は 2023 年では 120 位(前年度 88 位)と若干順位を落とし

たものの、常に上位をキープしており、特に「利便度 では高い評価を得ている。 

 2027 年に開通予定のリニア中央新幹線の新駅が隣市である甲府市に設置されることになっており、今後も

利便性が高まっていくことが予想される。 

 

エ.特産品 

 当市では立地条件の良さから、トマトが多く生産されており、山梨県１の出荷量を誇る。 

また、スイートコー 、なすや芋類の生産も盛んである。 

 

■主な特産品 

特産品 概要 

トマト 豊かな自然に恵まれた地域であり、昼夜の寒暖差が大きい為、トマトの甘みと酸

味のバランスがよく、ジューシーな味わいが特徴である。また、トマトの栽培に

適した水と土壌が整っており、皮が薄く、果肉が柔らかい、食べやすいフルーツ

トマトが栽培されている。 

スイートコーン 中央市のスイートコーンは「ゴールドラッシュ」という品種が有名であり、栽培

に適した土壌、技術とノウハウが蓄積されていることから、糖度が高く、甘みと

旨味が強く、ジューシーな味わいが特徴となっている。 

市でもスイートコーンマラソンや、道の駅で執り行われるスイートコーンフェア

等のイベントを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

                 ▲ゴールドラッシュ 

 

▲トマト 

 

オ.観光資源 

当市では「たいら山 の絶景ポイントや、遊歩道のト ッキングコース、桜の名所でもある「山の神千本桜 、

自然豊かな土地から収穫される新鮮な農産品を購入できる「道の駅とよとみ」や、農産物直売所の「四季新鮮

収穫広場た・から」が賑わっており、特にトマトが多く生産されており、山梨県１の出荷量を誇る。 

また、スイートコー 、なすや芋類の生産も盛んである。 

■主な観光資源 

観光資源名 概要 

道の駅とよとみ 全国直売所甲子園 初代チャンピオンに輝いた「道の駅とよとみ」では、フルーツ

トマトやスイートコーン、地元の豚肉「甲州富士桜ポーク」などの新鮮な農産物

が豊富に揃っている。 

また、定期的なイベントの開催等多くの人で賑わっている。 

四季新鮮収穫広場

た・から 

地元民に愛される農作物の直売所「四季新鮮収穫広場た・から」では、朝どれの

の新鮮な地元農作物がリーズナブルに直接購入できる。 

シルクふれんどりぃ 「シルクふれんどりぃ」では、温泉入浴・宿泊・研修ができるほか、繭工房・紬

工房・陶芸工房の郷土工芸体験ができ、子供が遊べるシルクの里公園も隣接する

ほか、農業法人が運営する農家レストランも併設し、地産地消の料理は好評であ

る。 

たいら山の遊歩道コ

ース 

中央市の「たいら山 にある遊歩道コースで、標高 355 メートルの山頂まで、約 1

時間 30 分で登ることができ、トレッキングコースとして人気がある。山頂からは、

富士山と甲府盆地を同時に一望できる数少ない眺望スポットである。 

山の神千本桜 中央市にある桜の名所で、約 1,000 本の桜が植えられており、毎年 4月には、桜

まつりが開催され、多くの人で賑わっている。 
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青春のトマト焼そば 中央市産の完熟トマトと中央市産の甲州富士桜ポークを使用 た「青春のトマト

焼そば」は「中央市まちづくりトマト計画」を遂行している中央市商工会青年部

が開発。認定提供店で提供されており、地元の B級グルメとして注目を集めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲道の駅とよとみ      ▲四季新鮮収穫広場た・から    ▲青春のトマト焼そば 

 

 

カ.産業 

(a)業種別の商工業者数 (小規模事業者) の推移 

 当市の平成 28 年の事業数は 1,393 社、令和 3 年は 1,327 社である。 

小規模事業者は平成 28 年が 1,044 者、令和 3 年は 946 者であり、5 年間で 9.4%減少している。 

産業別に減少率をみると、卸・小売が△14.9%、情報通信と宿泊・飲食が△14.3%、と減少率が高くなっている。 

一方で医療・福祉では増加がみられる。 

 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療・
福祉

他サー
ビス

計

平成28年
事業所数 139 113 9 374 134 79 545 1,393
小規模事業者数 138 86 7 215 91 43 464 1,044

令和3年
事業所数 122 107 8 327 113 96 554 1,327
小規模事業者数 121 75 6 183 78 44 439 946

増減(R3年-H28年)
事業所数 △ 17 △ 6 △ 1 △ 47 △ 21 17 9 △ 66
増減割合 △ 12.2% △ 5.3% △ 11.1% △ 12.6% △ 15.7% 21.5% 1.7% △ 4.7%

小規模事業者数 △ 17 △ 11 △ 1 △ 32 △ 13 1 △ 25 △ 98
増減割合 △ 12.3% △ 12.8% △ 14.3% △ 14.9% △ 14.3% 2.3% △ 5.4% △ 9.4%  

出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査 より一部加工 

 

(b)業種別の現状 

 

ⅰ_商業 

前項「(a)業種別の商工業者数 (小規模事業者) の推移 のとおり卸・小売・宿泊・飲食・他サービスの小

規模事業者数は減少傾向にあるが、大型複合商業施設の進出により、当市の年間商品販売額は、平成 24 年の

1,430 億円から平成 28 年の 1,522 億円と増加しており、令和 3 年に関しても商品販売額は 1,537 億円と増加

傾向となっているが、小規模小売店では、売上げは減少傾向となっている。 

 
(単位:億円) H24 H28 R3

年間商品販売額 1,430 1,522 1,537  
      出典：総務省・経済産業省「経済セ サス-活動調査 より 

 

当市では、市内や隣接する昭和町に大型複合商業施設があり、生鮮食料品や生活雑貨等の最寄品の買い物は

大型店やコンビニエンスストアでの購買が多くなっている。また、当市には、商店街がなく、小売店は個店の

集客力のみを頼って集客をしなくてはならないという現状がある。そのため、今や路面店での商売は成り立た

ず、影響を受けた地域の小規模小売店は廃業が相次いでいる。 

 小売店以外の業種においても昔から事業を継続している事業者が多く、時代の流れに沿った広告宣伝や商品

開発ができていない結果、売上が減少している事業者が多い。 

 このなかで、飲食業や理美容業等のサービス業は、比較的経営者の年齢も若く、個店の強みを発揮した独自

の商品やサービスを消費者に提供しており、経営は比較的安定している。 
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ⅱ_工業 

 建設業においては、市の公共工事や新築住宅を元請けする中規模業者もあるが、大部分が下請けを中心とし

た一人親方である。事業者の主な課題は、人材不足と販売促進となっている。販売促進面では、下請けを中心

とした事業者は、営業力が弱く、自社で受注を獲得する体制が取れている事業者が少ないといえる。また、他

業種と同様、高齢化した事業者に後継者がおらず、事業承継も課題のひとつといえる。 

製造業では、中央自動車道のインターチェンジが近いことから大手電子機器、機械部品、食品メーカー等が

進出している。製造品出荷額等は令和 3 年に 1,134 億円となっている。平成 25 年以降の推移をみると、大手

電子機器、機械部品、食品メーカー等の進出の影響で増加傾向にあり、比較的安定した推移となっているが、

小規模事業者は横這いか、減少傾向にある。 

 

(単位:億円) H25 H26 H29 H30 R1 R2

製造品出荷額等 795 894 866 980 1,083 1,134  
出典：経済産業省「工業統計調査」より 

 

 小規模事業者の大半は二次・三次下請工場が占めており、親企業の発注量に経営が左右される経営状況とな

っている。一方、製造業のなかには、意欲のある若手小規模事業者がおり、新たな取引先の開拓や新技術の開

発を行っている。これらの取組みをどのように全事業者に展開しているかが課題である。 

 

ⅲ_観光業 

 当市の市外から集客が図れる施設は、「四季新鮮収穫広場た・から」｢道の駅とよとみ｣「シルクふれんどり

ぃ 「シルクの里公園 などがあげられるが、農畜産物を買い求める消費者が中心で、日帰りコミュニケーシ

ョ 型のリピーターが中心となっており、周辺への波及効果は少ない。 

 当会においても特産品であるトマトを活用して、Ｂ級グルメ「青春のトマト焼そば」やマスコットキャラク

ター「とまチュウ 等を生み出し、観光に一役買おうと取り組んでいるが、農業者をはじめとする関係事業者

間の連携が取れていないため、地域の一体感がなく、いかにして地域活性化を図っていくかが課題となってい

る。 

 

キ.第２次中央市長期総合計画 (令和 5 年度～令和 9 年度) 

中央市の「第 2 次中央市長期総合計画」の後期基本計画では、商工業振興において以下のように定めている

（商工業振興に関する箇所を抜粋）。『連携』『販路拡大』『事業基盤の整備』を中心に商工業振興を実施する姿

が読み取れる。 

基本政策 1 賑わいと交流の生まれるまちづくり 

基本施策 1 地域経済の充実と発展 

1-1 力強い工業の振興 

1-1-1 市内中小製造業の企業力の強化 

・商工会や大学と協力し、中小企業の生産技術向上や販路拡大、補助金の活用による効率的な支

援を継続して行っていきます。 

1-1-2 人材の確保と育成の推進 

・ハローワーク等の関係機関と就職ガイダ スを共同開催し、市内企業の希望人材と、就職希望

者のマッチングを行います。また、今後、他の自治体と連携したガイダンスを企業や大学側と

検討していきます。 

1-2 多様な商業・サービス業の振興 

1-2-1 地域商店の活性化 

・商工会と協力して集客策や地域商店での消費を促す施策を検討し、地域商店の活性化に取り組

みます。 

1-2-2 大型店と小売店の連携による賑わい創出 

    ・賑わい創出のため、大型店と小売店との情報交換の場の提供を行うとともに、大型店と小売店

が連携したイベントを創出するなど、地域経済の活性化に取り組みます。 

1-2-3 情報発信の強化 

    ・大型店の空きスペースを市の情報発信拠点として活用 、観光ＰＲや市の認知度向上に努めま

す。 

1-2-4 起業の支援 

    ・金融機関や商工会と連携して、空き店舗の活用や創業塾などを開催し、起業希望者を支援して

いきます。 

1-3 企業誘致・立地の推進 
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1-3-1 中央市の特性を活か た企業誘致の推進 

    ・企業立地に関する助成や課税免除といった様々な支援制度の拡充のほか、県内外に対して本市

の強みである交通アクセスの良さという地理的優位性を広くＰＲし、企業誘致を推進します 

1-3-2 企業進出時の選択肢拡大の推進 

    ・工業団地、流通センターなどの団体と情報共有を図り、空き施設や企業用地の情報収集を積極

的に行い、進出企業の選択肢の拡大に努めます。 

1-4 雇用環境の充実 

1-4-1 雇用環境の確保と雇用の促進 

・ハローワーク等の関係機関との協力体制づくりや地域の事業所への啓発により地元就労の促進

とともに高齢者や女性等の雇用促進にも努めます。 

基本施策 2 強みを活かした農林業の推進 

2-1 地域の特性を活かした農業の振興 

2-1-1 本市の特産品のＰＲと販売強化 

・本市の特産品である農産物の生産を奨励するとともに、販売強化とＰＲに取り組みます。 

 2-1-2 ６次産業化の推進 

    ・道の駅とよとみの農畜産物加工処理施設の活用や、６次産業化を検討します。 

基本施策 3 魅力ある地域観光資源の活用 

3-1 魅力ある観光拠点の整備 

3-1-1 道の駅を活用した観光ルートの開発 

・道の駅とよとみを核とした既存の観光施設や文化財などを活用した観光ルートの開発を継続し

て進めます。 

3-1-2 新 い地域観光資源の発掘 

・特産品であるトマトやスイートコー などを利用 た加工品を開発するなど、新しい地域観光

資源の発掘を推進します 

3-1-3 地域の伝統の維持・継続 

・地域に根ざした祭りやイベントを支援し、地域の伝統の維持・継続に努めていきます。 

3-1-4 中央市ふるさとまつりの定着化 

・市を象徴する祭りとして「中央市ふるさとまつり」の定着を図り、内容についても、より市民

のニーズに応えられるよう継続して検討 ていきます。 

3-1-5 まちの魅力発信の強化 

・他自治体にはない中央市独自の魅力を掘り起こし、伝えたい相手の特性（年齢、性別 等） を

考慮しつつ、紙媒体、ＳＮＳ、ＷＥＢ広告等、効果的な方法を用いて戦略的にＰＲを行います。 

3-1-6 旅行会社と連携 た知名度向上の推進 

・旅行会社等と観光商談を進め、バスツアーのルートに組み入れてもらうなど、本市のＰＲに努

めます。 

3-1-7 外部団体と連携 た観光ＰＲの推進 

・外部団体との協力のもと、首都圏の集客効果の高い場所で観光キャンペーンを行います。 

3-1-8 インバウンド受け入れ体制の強化 

・県内外の多様な主体と連携し、イ バウ ド観光に対応した受け入れ体制や観光メニューの開

発及び積極的な誘客活動を行います。 

基本施策 4 リニア中央新幹線開業に向けて 

4-1 リニア中央新幹線を活かしたまちづくり 

4-1-1 リニア中央新幹線を活かしたまちづくり 

・リニア中央新幹線を活かして市全体を活性化させる方策について、各部門相互の調整および効

率的な意見調整を行います。また、中央市リニア活用基本構想および山梨県が策定したリニア

やまなしビジョンなどを踏まえ、本市におけるリニアを活用したまちづくりを検討します。 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

【人口】 

まず、人口をみると、当市の人口は減少傾向にあり、今後も減少傾向が続くことが見込まれている。 

商業事業者にとっては、顧客ターゲットの見直しや、積極的な販路開拓などによる、市内人口減少による消

費の減衰への対応が課題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり、消費構造が変化していくことから、この変化への

対応が課題となる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測されることから、

デジタル化等による生産性向上等への取組が必要となる。 



- 6 - 
 

【特産品】 

特産品では、当市では、立地条件の良さから、トマトやスイートコーンの生産が盛んである。 

また近年は、特産品であるトマトを活用して、Ｂ級グルメ「青春のトマト焼そば」やマスコットキャラクタ

ー「とまチュウ」等を活用した地域の活性化が期待されている。 

【観光面】 

観光面では、「四季新鮮収穫広場た・から」｢道の駅とよとみ｣等の農畜産物の直売施設は観光客や地元客

で賑わっているが、当市内への滞在時間が短く波及効果が少ないという課題がある。 

最近では、ト ッキングスポットの「たいら山の遊歩道コース や、「シルクふれんどりぃ 「シルクの里公

園」の近隣で、市民によるイベントやマルシェが開催されるようになり、新たな賑わいを創出するスポット

として、注目を浴びており、これら施設を活用し、地域への波及効果を高めることも課題となる。 

【業種別】 

業種別の課題をみると、 

①商業では、大型店や量販専門店、インターネット販売や通信販売との差別化、顧客ニーズの把握・対応、

買い物難民になりつつある高齢者への対応 

②工業では、事業承継（親族承継だけではなく、従業員への承継や M＆A などの手法の検討） 

③観光業では、新たな特産品開発や顧客獲得のための SNS 等のデジタル技術を積極的に活用した情報発信等

が課題となる。 

また、令和 6(2024)年を目途に当市の西側に隣接する南アルプス市に 12 ヘクタールの敷地を有する「コ

ストコ南アルプス倉庫店」が開業する。南アルプス IC を降りてすぐの好立地であり、良質で格安のガソリ

ンスタンドも併設され、850 台の駐車場、農産物直売所、BBQ 施設、マウンテンバイクコースなど観光施設

としての機能も有する施設が誕生する。 

さらに令和 9(2027)年にはリニア中央新幹線の開通予定により、当市の東側に隣接する甲府市に新駅が設置

され、新たなまちづくりによる観光客の増加等が考えられる。 

多くの県内外の集客を見込めるため、これをビジネスチャンスと捉え、隣接する本市への集客に繋げる仕組

みづくりが必要であると感じている。 

 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

 これまで記述してきたとおり、当市の小規模事業者は、直近 10 年において、人口の減少、少子高齢化、大

型店の進出、事業者の高齢化など経営環境の悪化にさらされてきた。一方、今後 10 年を考えると、近隣地域

の開発により、周辺地域の人口増加、利便性が高まることによる観光客の増加等が考えられる。 

 小規模事業者は、このような経営環境の変化のなかで持続的な発展を図っていかなければならない。 

そこで、当会では、2 次中央市長期総合計画の後期基本計画を踏まえ、小規模事業者の中長期的な振興のあり

方を、(a)変わりゆく経営環境に適応したビジネスモデルへの転換、(b)新たな販路拡大、(c)他者との連携、

(d)自立経営と定める。 

小規模事業者は、今後、リニア中央新幹線の開通等に向け激変するであろう経営環境に対応したビジネスモ

デルへと転換し、そのなかで新たなターゲット層に向けて販路開拓を実施していくことが必要である。ビジネ

スモデルの転換においては、自社の強みを活かしつつ、経営資源が不足する部分を他社との連携により補って

いく。中長期的には、小規模事業者がこれらの環境適応を自立的に実施できることを目指す。 

これらを実現するためには、ターゲットの見直しや他社との明確な差別化の他、地域・観光資源を有効活用

した商品・サービスの開発・提供、DX（デジタルトランスフォーメーショ ）、IT 利活用などによる販売促進

などが有効な取組であるため、当会としても重点的な支援を強化する。 

 

②第 2 次中央市長期総合計画(後期基本計画)との連動性・整合性 

 中央市の「第 2 次中央市長期総合計画」(後期基本計画)の商工・観光部分では、「基本施策 1 地域経済の

充実と発展」、「基本施策 2 強みを活かした農林業の推進」、「基本施策 3 魅力ある地域観光資源の活用」（基

本計画より一部抜粋）を掲げている。 

前項「10 年程度の期間を見据えて」で記述した観光客や県内外の新規顧客をターゲットに加えた商売の展開

や IT 利活用による販路開拓・売上増加は、この基本構想と軌を一にする目標であり、連動性・整合性がある。 

 

③商工会としての役割 

商工会は地域総合経済団体として企業の経営改善、地域における商工業の振興を図るともに、社会一般福祉

の増進に資することを使命としており、(a)地域の商工業者の総合的な振興発展や社会一般の福祉の増進、(b)

中小・小規模企業の経営支援（相談・金融・税務・労務等）、(c)地域の商工業者が活動しやすい事業環境の整

備、(d)セミナー・イベ ト等の実施、(e)まちづくり等地域活性化の取組みなどを実施している。  
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このなかで当会は、事務局長 1 名、経営指導員 2 名、経営支援員 3 名、の事務局 6 名体制で地域内小規模事

業者の支援を行っている。  

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2期経営発

達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

 

第 1 期経営発達支援計画では、経営計画の策定や企業力向上に関するセミナーの開催や小規模企業総合経営

支援事業を実施し、経営課題の解決や新たな事業の取り組みを支援するため定例の経営相談会や継続的な専門

家派遣等に取り組むとともに、当会が市の連携創業支援事業者となり、創業塾を開催し多数の創業者を輩出し

ている。今後も中長期目標である「経営計画づくりと実行を通した時代環境変化に順応できる事業者の創出強

化」を推し進め、「経営改善・改革に向けた伴走型支援を強化し企業力向上につなげる」ことを基本方針とし

て邁進していく。 

 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

 

【目標①】  

小規模事業者のターゲットの見直しや他社との差別化による競争力強化・持続的経営を支援することによ

り、力強い事業者を創出する。  

 

【目標②】  

小規模事業者にとってビジネスチャンスとなる、リニア中央新幹線開業に向けた取組みや「コストコ南ア

ルプス倉庫店」の開店により増加する観光客や県内外の新規顧客を新たなターゲットに加えた商売を支援す

ることで、魅力にあふれたまちづくりを実現する。  

 

【目標③】  

小規模事業者の IT 利活用による販路開拓、売上増加を支援することで、地域に新たな活力を創出する。  

 

【目標④】  

上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を

支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２. 経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①】小規模事業者のターゲットの見直しや他社との差別化による競争力強化・持続的経営を支援するこ

とにより、力強い事業者を創出する。  

小規模事業者のターゲット顧客の見直しや他社との差別化支援のために、まずは経営分析により各事業者

の現状（経営状況）を明らかにする。経営分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、

事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。同時に、

RESAS による地域データの分析を通じて外部環境を整理する。これらの分析結果を活用しながら、新たな経

営の方向性（ターゲット顧客やポジショニング）を定め、結果を事業計画にまとめる。さらに、策定後は伴

走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。  

 

【目標②】小規模事業者にとってビジネスチャンスとなる、リニア中央新幹線開業に向けた取組みや「コスト

コ南アルプス倉庫店 の開店により増加する観光客や県内外の新規顧客を新たなターゲットに加え

た商売を支援することで、魅力にあふれたまちづくりを実現する。  

観光客や県内外の新規顧客を新たなターゲットに加えるためには、魅力的な店舗・魅力的な商品づくりが

欠かせない。そこで、前項「目標①」の支援に加え、魅力的な商品づくりを支援する。具体的には、特産品

等を活用した事業者の商品等について、需要動向調査を実施し、商品のブラッシュアップに繋げる。また、

農商工連携マッチングフェアへの出展支援を行うなど、販売促進までをワンストップで支援する。  

 

【目標③】小規模事業者の IT 利活用による販路開拓、売上増加を支援することで、地域に新たな活力を創出

する。  

DX に関する意識の醸成や基礎知識を習得させること、実際に DX に向けた IT ツールの導入や Web サイト

構築等の取組を推進していくことを目的に IT 関連セミナーを開催する。また、セミナーを受講した事業者

のなかで、取組意欲の高い事業者に対しては、経営指導員による支援や IT 専門家派遣を実施する。さらに、

IT を活用した販路拡大を志向する事業者に対しては、売上拡大が実現するまで伴走型で支援を実施する。

これらの支援を実現するため、経営指導員が DX や IT 利活用に関する資質向上を行い、実行力を向上させる。 

 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域

経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る。 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を実

施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通じて、

事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。  

また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を図る。 

 

 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容  

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

(1)現状と課題 

【現状】 

小規模事業者のターゲット顧客を見直し（観光客や県内外の新規顧客を新たなターゲットに加えることを含

む）を促進するためには、現状の市場が衰退していることや、見直し先の市場が魅力的であることを事業者自

身に認知させる必要がある。このためのひとつの方法として客観的な市場データの提示があるが、現状、地域

のデータの周知が十分でなかった。 
 

【課題】 

地域のデータの周知が十分でなかったため、今後はRESAS等を用いて、地域の経済動向分析を行い、事業者

に周知する必要がある。 
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ウ データベース化  
担当経営指導員等がクラウド型支援ツール（BIZ ミル等）に支援に関するデータ入力を適
時・適切に行う。これにより、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員で相互共有し、
担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにするとともに、支援ノウハウを蓄
積し、組織内で共有することで支援能力の向上を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和５年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 氏  名: 天野  慎二 

  連絡先: 中央市商工会 TEL 055-273-4141 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

    経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒409-3841 

  山梨県中央市布施 1555-1 

中央市商工会 指導課 

TEL: 055-273-4141  FAX: 055-273-4742 

  E-Mail: chuo@shokokai-yamanashi.or.jp 

 

②関係市町村 

  〒409-3892 

山梨県中央市臼井阿原 301-1 

  中央市 産業課 

  TEL: 055-274-8561 ／ FAX: 055-274-1130 

  E-Mail:  sangyo@city.chuo.yamanashi.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

法定経営指導員  １名 

経営指導員    １名 

経営支援員    ３名 

事務局長 
中央市 

産業課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

必要な資金の額 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

 

１．経済動向調査事業費 50 50 50 50 50 

２．商品ニーズ調査事業費 200 200 200 200 200 

３．経営分析事業費 200 200 200 200 200 

４．事業計画策定支援事業費 300 300 300 300 300 

５．講習会開催事業費 200 200 200 200 200 

６．本計画評価・見直し事業費 100 100 100 100 100 

７．資質向上研修事業費 100 100 100 100 100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

各種補助金（国、県、市、公的団体等） 

会費、手数料収入等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



３ 
 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 


